
令和２年４月１日 現在 
  

※１回毎の利用者負担は、各介護度及び負担割合に応じたおおよその目安となります。 

  （介護職員処遇改善加算、介護職員特定処遇改善加算を含んでおりません。） 
 

◯負担割合 １割（１回当たり：利用者負担額） 

区分 基本単価 入浴介助加算 体制加算 食費負担分 利用者負担額／１回 

要介護１ ５７２円 

５０円 １８円 
６００円 

※おやつ代含む 

１,２４０円 

要介護２ ６７６円 １,３４４円 

要介護３ ７８０円 １,４４８円 

要介護４ ８８４円 １,５５２円 

要介護５ ９８８円 １,６５６円 
 

◯負担割合 ２割（１回当たり：利用者負担額） 

区分 基本単価 入浴介助加算 体制加算 食費負担分 利用者負担額／１回 

要介護１ １,１４４円 

１００円 ３６円 
６００円 

※おやつ代含む 

１,８８０円 

要介護２ １,３５２円 ２,０８８円 

要介護３ １,５６０円 ２,２９６円 

要介護４ １,７６８円 ２,５０４円 

要介護５ １,９７６円 ２,７１２円 

 

 

◯負担割合 ３割（１回当たり：利用者負担額） 

区分 基本単価 入浴介助加算 体制加算 食費負担分 利用者負担額／１回 

要介護１ １,７１６円 

１５０円 ５４円 
６００円 

※おやつ代含む 

２,５２０円 

要介護２ ２,０２８円 ２,８３２円 

要介護３ ２,３４０円 ３,１４４円 

要介護４ ２,６５２円 ３,４５６円 

要介護５ ２,９６４円 ３,７６８円 

 

 

 

・送迎減算 

 自宅とデイサービス間の送迎を行わない場合は、片道につき上記料金から 47 円減額となります。 
 

・介護職員処遇改善加算 

 （月のサービス利用負担の合計＋体制加算の合計）× ５.９%（小数点以下四捨五入） 

  を月単位でご負担いただきます。 
 

・介護職員特定処遇改善加算 

 （月のサービス利用負担の合計＋体制加算の合計）× １.２%（小数点以下四捨五入） 

  を月単位でご負担いただきます。 
 

※各処遇改善加算は月単位での算出となるため、１回あたりの利用者負担額の端数に変更が生じる場合がございます。 

 
通所介護サービス利用料について 

 



令和２年４月１日 現在 
  

◯負担割合 １割（１月当たり：利用者負担額＋食費負担分） 

区分 基本単価 体制加算 処遇改善加算 特別処遇改善加算 利用者負担額／月 

要支援１ １,６４０円 ７２円 １０１円 ２０５円 ２,０１８円 

要支援２ ３,３７７円 １４４円 ２０８円 ４２３円 ４,１５２円 

       食費負担分 ６００円／１回 ※おやつ代含む  
 

◯負担割合 ２割（１月当たり：利用者負担額＋食費負担分） 

区分 基本単価 体制加算 処遇改善加算 特別処遇改善加算 利用者負担額／月 

要支援１ ３,２９４円 １４４円 ２０３円 ４１３円 ４,０５４円 

要支援２ ６,７５４円 ２８８円 ４１５円 ８４５円 ８,３０２円 

       食費負担分 ６００円／１回 ※おやつ代含む  
 

◯負担割合 ３割（１月当たり：利用者負担額＋食費負担分） 

区分 基本単価 体制加算 処遇改善加算 特別処遇改善加算 利用者負担額／月 

要支援１ ４,９４１円 ２１６円 ３０４円 ６１９円 ６,０８０円 

要支援２ １０,１３１円 ４３２円 ６２３円 １,２６８円 １２,４５４円 

       食費負担分 ６００円／１回 ※おやつ代含む  
 

 

・介護職員処遇改善加算 

 （月のサービス利用負担の合計＋体制加算の合計）× ５.９%（小数点以下四捨五入） 

  を月単位でご負担いただきます。 

 

・介護職員特定処遇改善加算 

 （月のサービス利用負担の合計＋体制加算の合計）× １.２%（小数点以下四捨五入） 

  を月単位でご負担いただきます。 

 

 

【社会福祉法人秋田市社会福祉協議会 河辺デイサービスセンター】 

住所：〒019－2724 秋田市河辺三内字外川原３４－２ 

電話：０１８－８８３－２７７０ 

FAX：０１８－８８３－２７７１ 

 
通所型サービス利用料について 

 

 
サービス提供エリアについて 

 河辺、太平 地区 


